
年 国の動き 民間の動き 八戸市文化行政全般

昭和12

（1937）年

・「種差海岸」国名勝指

定

昭和16

（1941）年

・「根城跡」国史跡指定

昭和25

（1950）年

「文化財保護法」

公布

昭和26

（1951）年

「博物館法」公布

昭和28

（1953）年

・櫛引八幡宮所蔵「赤糸

威鎧、兜、大袖付、附唐

櫃」、「白糸威褄取鎧、

兜、大袖付、附唐櫃」国

宝指定

昭和32

（1957）年

・「是川石器時代遺跡」

国史跡指定

・「是川遺跡出土品」国

重要文化財指定

昭和38

（1963）年

・八戸市及び八戸文化協

会で「八戸市文化賞」表

彰制度開始

昭和41

（1966）年

・八戸市及び八戸文化協

会で「八戸市文化奨励

賞」設定

昭和43

（1968）年

・文化庁創設

昭和45

（1970）年

・「著作権法」公布

昭和46

（1971）年

・八戸文化協会を「八

戸市文化協会」に改称
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昭和48

（1973）年

・芸術文化指

導者海外派遣制度発足

昭和50

（1975)年

・八戸市公会堂開館

昭和52

（1977）年

・全国高等学校総合文

化祭開催

・八戸市公民館開館

昭和54

（1979）年

・「八戸のえんぶり」国

重要無形民俗文化財指定

昭和55

（1980）年

・「清水寺観音堂 附棟札

3枚」国重要文化財指定

昭和56

（1981）年

・「長七谷地貝塚」国史

跡指定

昭和57

（1982）年

・八戸市文化賞制度新設

制度新設に伴い、「文化

賞」、「文化奨励賞」が

市長表彰となる

昭和58

（1983）年

・八戸市博物館開館

昭和59

（1984）年

・新図書館完成

・八戸市美術館完成

昭和61

（1986）年

・国民文化祭開催

平成２

（1990）年

・「(公社)企業メセナ

協議会」設立

平成３

（1991）年

・羽仁もと子記念館開

館
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平成５

（1993）年

・「櫛引八幡宮本殿、旧

拝殿、未社神明宮本殿、

未社春日社本殿、南門 附

鰐口」国重要文化財指定

・「八戸及び周辺地域の

漁撈用具と浜小屋」国重

要有形文化財指定

平成６

（1994)年

・「(財)地域創造」

設立

・八戸市縄文学習館完成

平成９

（1997）年

・「風帳1遺跡出土品」

国重要文化財指定

平成10

（1998）年

・「旧河内屋橋本合名会

社」国登録有形文化財指

定

平成11

（1999）年

・「丹後平古墳群」国史

跡指定

平成13

（2001）年

・「文化芸術振興基本

法」公布

平成15

（2003）年

・「指定管理者制度」

導入(地方自治法の一

部改正)

・フォーラム八戸開館 ・「更上閣主屋、門」国

登録有形文化財指定

平成16

（2004）年

・夢百貨ギャラリー開

館

・「八戸三社大祭の山車

行事」国重要無形民俗文

化財指定

平成17

（2005）年

・八戸南部氏庭園開園

・南郷村と合併
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平成18

（2006）年

・公立文化施設に指定管

理者制度導入(八戸市公会

堂、八戸市公民館、文化

教養センター南部会館、

八戸市更上閣)

・多文化都市八戸推進会

議設置

平成19

（2007）年

・「文化庁長官表彰制

度」創設

・「新むつ旅館本館」国

登録有形文化財指定

・ぐれっとタワーみなと

完成

平成20

（2008）年

・八戸帆風美術館開館 ・南郷文化ホール開館

・多文化都市八戸推進会

議が「多文化都市八戸推

進のための提案書」を市

長へ提出

・「踊りに行くぜ！！」

八戸公演

・多目的交流広場「長者

まつりんぐ広場」完成

平成21

（2009）年

・安藤昌益資料館開館 ・南郷文化ホール指定管

理者制度導入

・八戸市芸術文化施設連

絡協議会設置(~2017年

度)

・八戸市博物館所蔵「合

掌土偶」国宝指定

・「旧島守発電所」国登

録有形文化財指定
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平成22

（2010）年

・洗心美術館開館 ・㈶地域創造「地域文化

コーディネーター派遣モ

デル事業」実施(～2012年

度)

・多文化都市八戸推進会

議より,「はちのへアート

のまちづくり提案書」を

市長へ提出

・「八戸酒造の建物群」

国登録有形文化財指定

平成23

（2011）年

・企業メセナ協議会

「GBFund」を立ち上

げ

・八戸ポータルミュージ

アム「はっち」開館

・はっち開館プレ事業と

して「八戸レビュウ」な

どのAIR事業実施

・芸術環境創造専門員採

用(~2019年度)

・南郷アートプロジェク

ト実施(~2020年度)

・八戸市埋蔵文化財セン

ター「是川縄文館」開館

平成24

（2012）年

・「劇場、音楽堂等の

活性化に関する法律」

公布

・八戸クリニック街か

どミュージアム開館

・まちなかアートリノ

ベーシ

ョン事業実施(~2016年

度)

・はっちAIR事業実施

・工場アート(八戸工場大

学)実施(~2020年度)

平成25

（2013）年

・「創造都市ネット

ワーク日本」設立(設

立時から当市加入)

・蕪島から種差海岸が三

陸復興国立公園指定
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平成26

（2014）年

・文化庁長官表彰(文化芸

術創造都市部門)受賞(県内

初)

・マイブック推進事業、

ブックスタート事業開始

・種差海岸インフォメー

ションセンター、休憩所

等開館

平成27

（2015）年

・デーリー東北ホール

開館

・そーるぶらんち新丁

開館

・八戸市文化のまちづく

りビジョン策定(~2020年

度)

平成28

（2016）年

・「文化庁移転協議

会」設置

・「スポーツ庁、文化

庁及び観光庁の包括的

連携協定」の締結

・「スポーツ文化ツー

リズムアワード」選

定・表彰開催

・南郷アートプロジェク

トが過疎地域自立活性化

優良事例で総務大臣賞受

賞

・八戸工場大学が産業観

光まちづくり大賞特別賞

受賞

・「八戸ブックセン

ター」オープン

・読み聞かせキッズブッ

ク事業開始

・八戸三社大祭の山車行

事が「山・鉾・屋台行

事」としてユネスコ無形

文化遺産に登録

・八戸市美術館閉館(建物

解体)。「はちのへまちな

かアートラボ『Co.部

屋』」開設

資料編 ４ 文化政策の年譜

6



年 国の動き 民間の動き 八戸市文化行政全般

平成29

（2017）年

・「文化芸術基本法」

公布※文化芸術振興基

本法の改正

・「地域文化創生本

部」を京都に設置

・企業メセナ協議会

「2021 Arts Fund」

設置

平成30

（2018）年

・文化芸術推進基本計

画策定(2018~2022年

度)

・「障害者による文化

芸術活動の推進に関す

る法律」公布

・「文化科学省設置法

の一部を改正する法

律」公布

・「著作権法の一部を

改正する法律」公布

・八戸酒造「This is 

MECENAT2018」認定

・八戸工場大学がふるさ

とイベント大賞ふるさと

キラリ賞受賞

・八戸まちなか広場「マ

チニワ」オープン

・「なんごう小さな芸術

祭」開催

・「金装獅噛三累環頭大

刀柄頭 等丹後平古墳群出

土品」国重要文化財指定

令和元

（2019）年

・八戸市公会堂・公民館

耐震改修工事着工(~2021

予定)

・２月17日を「えんぶり

の日」に制定

・八戸市長根屋内スケー

ト場開館

・八戸圏域版DMO

「VISITはちのへ」設立

令和２

（2020）年

・「文化観光拠点施設

を中核とした地域にお

ける文化観光の推進に

関する法律」公布

・複合ビルDEVELD

(ディベルド)八日町開

設

・文化芸術推進員採用

・11月３日を「是川縄文

の日」の制定

・11月３日八戸市美術館

オープン
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